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ひとり親世帯
臨時特別給付金

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が減少したなどのひとり親家庭の方を支
援するために支給している「ひとり親世帯臨時特別給付金」について、再支給を実施します。
　ご自身が支給の対象になるか分からない方は、お気軽にお問い合わせください。市ホームペー
ジまたは広報もりやおしらせ版2020年7月25日号でもご確認いただけます。受付期限が迫って
いますので、お忘れのないよう申請してください。

▼再支給額　1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円の加算

▼受付期限　2月26日㈮

▼問合先　　ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
　　　　　　☎0120-400-903（平日9：00～ 18：00）

▼申請・問合先　市役所児童福祉課　子育て応援・相談G　内線156、159

▼対象者　　

❶ 1回目のひとり親世帯臨時特別給付金を令和2年11月30日までに支給された方
再支給分は令和2年12月24日に振り込みました。

❷ ひとり親世帯臨時特別給付金を令和2年12月1日から令和3年2月26日までに申請した方
受付月の翌月末に、1回目の給付金と再支給分を併せて振り込みます。

▼工事名 令和2年度 くわがた公園トイレ設置工事

▼場所 くわがた公園（薬師台2-9）

▼工期 3月31日㈬まで

▼時間 8：30 ～ 17：00

▼業者 株式会社 施工監理

▼問合先 市役所建設課　道路建設G　内線255

くわがた
公園

ふ
れ
あ
い
道
路

市
民
交
流
プ
ラ
ザ公園トイレ設置工事

ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

工事のお知らせ

再支給します
226金
まで

申請
は

※本紙に掲載している内容は、1月15日現在の情報を基に作成しています。今後、新型コロナウイルス
感染症の影響により、変更となる場合もありますので、最新の情報は各問合先にご確認ください。
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ご支援を
頂きました

　令和2年12月15日、新型コロナウイル
ス感染症の対策に役立ててほしいと、東
部ガス株式会社茨城南支社守谷事業所
様から、寄付金5万円をいただきました。
　いただいた寄付金は、守谷市新型コ
ロナウイルス感染症緊急対策基金に
積み立て、有効に活用いたします。

（右から)東部ガス株式会社茨城南支社守谷事業所長 
石
いし
川
かわ
様、松丸市長

　県民交通災害共済は、少額の会費で、交通事故に遭われた会員
の方に見舞金を支払う、営利を目的としない住民相互の共済制度
です。年齢や身体障がいによる加入制限などはなく、どなたでも
加入できます。
　令和3年度（共済期間は令和3年4月１日～令和4年3月31日）の
共済に加入を希望される方は、次のとおり手続きしてください。

▼申込期間 2月1日㈪～通年
 ※出張受付は下記のとおり

▼出張受付 2月15日㈪ 13：30 ～ 15：30 保健センター
 2月16日㈫ 9：30 ～ 11：30 郷州公民館
  13：30 ～ 15：30 高野公民館
 2月17日㈬ 13：30 ～ 15：30 文化会館 

▼年会費 一般900円　中学生以下500円　
 ※9月30日㈭以降に加入する場合は半額

▼申込方法 令和2年度の会員証、または必要事項を記入した県
民交通災害共済申込書（各戸配布）を持参し、年会費
を添えて窓口で申し込む

▼申込・問合先
　市役所交通防災課　交通･防災Ｇ　内線138、139

2月1日月受付開始

県民交通災害共済 

　3月31日㈬で指定管理期間が満了になる市民交流プラザと南守谷児童センターについて、4月以降の指定管理
者が公募により決定しましたのでお知らせします。これからも、皆さんのご利用をお待ちしています。

▼問合先　市役所児童福祉課　内線151

市民交流プラザ・南守谷児童センターの
指定管理者が決定

指定管理者制度とは？
　公の施設の管理・運営を民
間の経営ノウハウを活用して、
より高い市民サービスと経費
削減を目指すものです。指定管
理者は市と協議の上、施設の設
置目的の範囲で独自の事業を
行うことができます。

市民交流プラザ

▼指定管理者
　アクティオ株式会社（継続）

▼指定期間　令和3年4月1日～令和8年3月31日

南守谷児童センター（ミ・ナーデ）

▼指定管理者
　株式会社こどもの森（継続）

▼指定期間
　令和3年4月1日～令和8年3月31日

市民交流プラザは、北守谷児童センター（キ・ターレ）・市民ギャラリー・市民活
動支援センター・ファミリーサポートセンター・家庭児童相談室が入っている複
合施設です。指定管理者は北守谷児童センター・市民ギャラリーの運営および市
民交流プラザ全体の施設管理を行い、それ以外は市が運営します。

感染症対策のため、講座やイベントへの参加はマスクなどを着用して参加をお願いします。体調不良の
方は参加をご遠慮ください。なお、行事などが中止となる場合もありますので、事前にご確認ください。
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　 らしのコーナー暮

市消費生活センター　☎45－2327
（市役所2階経済課内）
月～金曜日9：00～12：00、13：00～16：00
 （土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

消費者ホットライン　☎188（全国共通）
土・日曜日、祝日の10：00～16：00は 
国民生活センターにご案内します
（年末年始を除く）

トラブルに
あったら…

は

消費者庁　消費者ホットライン
イメージキャラクター　イヤヤン

事例事例

そろそろ就活の時期だろう？
無料の就活セミナーがあるけど、
受けてみないか？

無料なら受けてみようかな…

・20歳前後の年代は、「将来の仕事に役に立
つ」などと言われて勧誘される機会が増えて
きます。先輩や知人から誘われて断りにくく
ても、必要がないと思ったら、はっきり断り
ましょう。
・成人になると、「未成年者契約の取消し※」が
なくなります。また、2022年4月からは成年
年齢が20歳から18歳へと引き下げられ、18
歳から親権者の同意がなくても、クレジット
カードの取得やローン契約、高額な契約が
できるようになります。未成年のお子さんが
いる家庭でも、今のうちから親子で話し合っ
て、消費者トラブルを未然に防ぎましょう。

※未成年者契約の取消し
未成年者が法定代理人（親権者など）の同意
を得ずに結んだ契約は、取り消すことがで
きると民法に定められています。

これから社会人になるのに、
自分で決められないの？ 
アルバイトをしたり、足りなければ
借金すれば大丈夫だよ。
会員を紹介すれば、
高額な紹介料も入るのだから。

次回のセミナーからは有料です。
ここでしか聞けない就活に
役立つ情報をお届けします！
さらに、会員を紹介すると
紹介料も入ります。

入会金30万円、受講料が
月額2万円か。
内容は良さそうだけど、
さすがに高いからやめたいな。

セミナー終了後……

一度帰ってから考えたいと言うと…

　20歳を過ぎると、保護者の同意がなくても自
分の意志で自由に契約することができるように
なります。
　その反面、社会経験の浅い若者が悪質商法や
詐欺の標的にされる事例が多発しています。

１月～３月は、１月～３月は、

若者向け若者向け
悪質商法被害防止悪質商法被害防止
共同キャンペーン共同キャンペーン

期間です期間です

アドバイス

結局断り切れず、
申し込むことに…
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あらためて、一人一人ができるこ
と

新型コロナウイルス感染症対策
どうやって感染するの？

　ウイルスは粘膜などに付着し、生きた細胞内に入り込んで増えていきます。一般的には、皮膚から体内に
は入り込むことができず、表面に付着するだけといわれています。物の表面についたウイルスはやがて壊
れてしまいますが、物の種類によっては24時間～72時間くらい感染する力を持ちます。しかし、流水と石
けんでの手洗いや手指消毒用アルコールによって感染力を失わせることができます。

一人一人ができる感染症対策は？
　現時点では、感染経路の中心は「飛沫感染」と「接触感染」です。人と人との距離を取る、外出時はマスクを
着用する、家の中でも咳エチケットを心掛ける、さらに家やオフィスの換気を十分にする、十分な睡眠など
で健康管理をしっかりする。こういったことを実践し、自分が感染しないだけでなく、他人に感染させない
よう気を付けていきましょう。

感

染症
対策ポイント

2
咳エチケット
感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側など
を使って、口や鼻をおさえることを徹底しましょう。

感

染症
対策ポイント

1
「３つの密（密閉・密集・密接）」の回避 出典：首相官邸HPより

密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、密集場所（多くの人が密集している）、密接場面（互いに手を伸ばした
ら届く距離での会話など）という３つの条件下では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられています。

マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

ティッシュ・ハンカチで
口・鼻を覆う 袖で口・鼻を覆う

参考：厚生労働省ホームページ
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新型コロナウイルス感染症対策
あらためて、一人一人ができるこ

と

感
染症
対策ポイント

3
効果的な手洗い
手や指についたウイルスの対策では、洗い流すことが最も重要です。手や指に付着しているウイルスの数は、
流水による15秒の手洗いだけで１/100に、石けんやハンドソープで10秒もみ洗いし、流水で15秒すすぐと
１/10,000に減らせます。こまめに正しく手を洗い、手指を清潔に保ちましょう。

手
洗
い
後
も
要
注
意
！

手洗い後に
髪の毛を触る

髪の毛は、細菌やウイルスが付着している可能性があります。日常的に髪
の毛を触る習慣がある人は改めましょう。

濡れた手で
アルコール消毒する

濡れた手でアルコール消毒をすると、濃度が薄まり、効果が半減してしま
います。しっかり水気を取ってから適切な量のアルコール消毒液（1プッ
シュ約3ml）をよく擦り込み十分に乾燥させてください。ルコ

濡れれた
アル

の毛
手洗洗い
髪の

共用のパソコン、スマホ、
ゲーム機に触る

職場や家などで注意したいのが、手洗い後にキーボードやマウス、スマホ、ゲーム機に触ること
です。共用の物はいろいろな人が触れていると考え、使う前にウェットシートなどでこまめに消毒し
ましょう。ーム

共用
ゲー
用の

発熱などの症状が出たときは？
　発熱などの症状がある方は、まず、かかりつけ医などの身近な医療機関に必ず電話などで連絡をした上で、
受診していただくようお願いします。

医療機関にかかるときのお願い

発熱などの症状が出たら

まずはかかりつけ医に電話予約の上、相談・受診1

かかりつけ医などがない場合は、受診相談センターに電話で相談
【県庁】直通専用電話 ☎ 029-301-3200
  029-301-6341（8：30～22：00／土・日曜日、祝日も対応）
【竜ケ崎保健所】 ☎ 0297-62-2161（平日9：00～ 17：00）

2

▼問合先　保健センター　☎48-6000

ワクチン接種については内容が決まり次第お知らせしますので、お問い合わせはお控えくださるようお願いします。

　市民の皆さまには、新型コロナウイルス感染症拡大防止に、多大なるご理解とご協力を賜
り厚く御礼を申し上げます。
　全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中、お一人お一人の行動が、ご家族や自
らの命を守り、社会を守ることにつながります。市民の皆さまには、不要不急の外出や他の都
道府県との往来などについて、慎重な対応をお願いいたします。
　なお、市では、国が進めている新型コロナウイルスのワクチン接種に向け、早期に接種体制
を整えるべく、スピード感を持ちながら準備を進めており、引き続き、全力を挙げて新型コ
ロナウイルス感染症の予防と拡大防止に取り組んでまいります。
　市民の皆さまには、改めてマスクの着用、3密の回避、室内の換気、手洗い等、あらゆる場面での感染防止対策の
徹底に、ご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。

・受診前に必ず電話相談し、通院時間を決定してください。
・通院時間を厳守し、マスクを着用してください。
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守谷市公式 SNS（ツイッター・フェイスブック・インスタグラム）

情
報
ひ
ろ
ば

項目の説明 申法 …申込方法　　申問 …申込・問合先　　申期 …申込期間・期限
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他

日
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午
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※
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／
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・
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２
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感
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Ｎ
Ｔ
Ｔ
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に
よ
る
、
や
さ
し
い
手

話
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

　

手
話
を
体
験
し
て
み
た
い
方
、
手
話

サ
ー
ク
ル
に
興
味
が
あ
る
方
の
参
加
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

日
時
３
月
５
日
㈮
午
前
10
時
〜
11
時
30
分　

場
所

中
央
図
書
館　

3
階　

視
聴
覚
室　

対
象
市
内
在
住
・
在
勤
の
方　

定
員
先
着

15
人
程
度　

※
要
事
前
申
込　

料
金
無
料　

申
法
２
月
18
日
㈭
午
前
９
時
〜
窓
口
ま
た

は
電
話
で
申
し
込
む

申
問
守
谷
中
央
図
書
館　

☎
45
・
１
０
０
０

手
話
サ
ー
ク
ル
ふ
れ
あ
い

「
や
さ
し
い
手
話
講
座
」

申
込
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
46
・
３
３
７
０

問
合
堀
込　

☎
・

 

48 

･
１
１
９
６

ト
ラ
ク
タ
ー　

料
金
無
料　

申
法
２
月
８

日
㈪
ま
で
に
電
話
で
申
し
込
む　

主
催
市

教
育
委
員
会

申
問
生
涯
学
習
課　

生
涯
学
習
G　

内
線
２
７
２

開催
中止

3
分

時

定
員
２
人　

場
所
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー　

給
与
時
給
１
１
６
０
円
（
別
途
交

通
費
支
給
）　

期
間

４
月
１
日
〜
令
和
４

年
３
月
31
日　

日
時

月
曜
日
〜
金
曜
日

（
応
相
談
）、午
前
９
時
〜
午
後
４
時（
休
憩

１
時
間
）　

内
容

子
育
て
支
援
業
務
、
保

護
者
と
の
育
児
相
談
、
子
育
て
ひ
ろ
ば
実

施
、
歌
・
手
遊
び
・
絵
本
の
読
み
聞
か
せ

な
ど
遊
び
の
指
導　

資
格
保
育
士
、
普
通

自
動
車
運
転
免
許　

保
険
勤
務
日
数
に
応

じ
て
保
険
あ
り　

申
法
２
月
10
日
㈬
ま
で

に
守
谷
市
会
計
年
度
任
用
職
員
申
込
書
兼

経
歴
書
（
窓
口
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
取
得
）
を
窓
口
に
提
出　

選
考
書
類

審
査
お
よ
び
面
接
に
よ
り
選
考
し
、
２
月

末
ま
で
に
結
果
を
通
知

申
問
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
45
・
２
４
６
２

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー　

指
導
員

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

募
集

許
可
申
請
・
農
地
転
用
・
ビ
ザ
・
公
正
証

書
・
後
見
・
離
婚
協
議
な
ど

問
合
茨
城
県
行
政
書
士
会
県
南
支
部　

☎
44
・
９
９
６
７

時
に
は
事

き
っ
か
け
に

ま
す
。

関
心
は
あ
る

ら
よ
い
の
か

ラ
ク
タ
ー
が

対
処
方
法
を

中　止
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庁
内
設
備
交
換
工
事
の
た
め
、
市
役

所
の
日
曜
開
庁
業
務
時
間
が
午
後
の
み

に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

日
程

２
月
21
日
㈰　

時
間

午
後
1
時

〜
5
時
15
分
の
み
開
庁

問
合
市
役
所
総
合
窓
口
課

市
民
登
録
Ｇ　

内
線
１
１
２

２
月
21
日
㈰
日
曜
開
庁
時
間
変
更

　

常
総
広
域
消
防
本
部
で
は
、
守
谷
消
防

署
に
配
備
さ
れ
て
い
る
は
し
ご
車
を
、
最

新
鋭
の
車
両
に
更
新
し
ま
し
た
。

　

新
し
い
は
し
ご
車
は
、
35
メ
ー
ト
ル
級

先
端
屈
折
式
で
、
先
端
が
屈
折
す
る
こ
と

で
電
線
や
屋
上
の
フ
ェ
ン
ス
な
ど
の
障
害

物
を
避
け
て
活
動
で
き
る
た
め
、
人
命
救

助
や
消
火
活
動
な
ど
、
市
民
の
安
全
を
守

る
強
い
味
方
に
な
り
ま
す
。

問
合
守
谷
消
防
署　

☎
46
・
０
１
１
９

は
し
ご
車
が
新
し
く
な
り
ま
し
た

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
・
損
壊
し

た
居
住
用
の
土
地
・
家
屋
（
半
壊
以
上
）、

ま
た
は
原
子
力
災
害
に
よ
る
居
住
困
難
区

東
日
本
大
震
災
・
原
子
力
災
害
に
よ
り

代
替
資
産
を
取
得
し
た
方
へ

　

毎
日
通
学
で
き
な
い
方
で
も
学
べ
る
通

信
制
の
学
校
で
す
。
現
在
、
入
学
願
書
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

受
付
〈
一
般
入
学
〉３
月
11
日
㈭
〜
23
日
㈫

〈
編
入
学
・
転
入
学
〉３
月
４
日
㈭
〜
９
日
㈫　

※
い
ず
れ
も
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

問
合
県
立
水
戸
南
高
等
学
校（
通
信
制
）

☎
０
２
９
・
２
４
７
・
４
２
８
４

（
通
信
制
職
員
室
）

県
立
水
戸
南
高
等
学
校
通
信
制
課
程　

生
徒
募
集

域
内
に
所
在
し
て
い
る
居
住
用
の
土
地
・

家
屋
の
代
わ
り
と
し
て
、
守
谷
市
内
に
土

地
・
家
屋
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
固
定

資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
特
例
措
置
が
適

用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。適
用
に
は
、

申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

土
地
の
み
を
取
得
し
た
場
合
や
、
相
続

人
や
三
親
等
内
の
親
族
が
取
得
（
被
災
資

産
の
所
有
者
が
同
居
す
る
場
合
に
限
る
）

し
た
場
合
も
対
象
に
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

問
合
市
役
所
税
務
課　

資
産
税
Ｇ

内
線
２
０
２
〜
２
０
４

野菜や花を育ててみ
ませんか？

農園利用者募集 ▼応募・問合先 市役所経済課　農業振興Ｇ　内線262、263
 keizai@city.moriya.ibaraki.jp

　土と触れ合い、自分の手で収穫する野菜はおいしさもひとし
おです。土を耕すことから始まる農作業は、自然を相手にする楽
しさを実感できます。皆さんのご応募、お待ちしています。

瓜代農園（うりだいのうえん） 土に親しむ農園

場所 高野地内 立沢地内

設備
駐車スペース、洗い場、農機
具（ミニ耕運機）、休憩施設、
トイレ

駐車スペース、洗い場、農具

募集区画 31区画
（30㎡／1区画）

2区画（10㎡／1区画）、8区画（20㎡／1区画）
12区画（30㎡／1区画）
計22区画

使用期間 4月1日㈭～令和4年3月31日㈭　　　　　　　

年間使用料 12,300円 
（30㎡／1区画）

2,400円（10㎡／1区画）、4,800円（20㎡／1
区画）、7,200円（30㎡／1区画）

応募条件
など

＜応募できる方＞
　どなたでも可
＜応募できる区画数＞
　1区画～複数区画も可
＜利用希望区画の決め方＞
　先着

＜応募できる方＞守谷市に住民登録している方
＜応募できる区画数＞1世帯1区画
※超過の場合は抽選（農園を利用していない方優先）
＜利用希望区画の決め方＞抽選
※区画面積は指定できますが、区画場所の指定はで
きません。

申込方法 経済課の窓口で申し込む
経済課の窓口で申し込む。
または、市ホームページから申込書をダウンロード
し、全て記載の上メールで申し込む　

受付期間 随時（平日のみ受付） 1月26日㈫～2月15日㈪（窓口は平日のみ受付）

瓜代農園

土に親しむ農園

アクロスモール守谷から
徒歩5分ほど！

市役所から
徒歩2分ほど！

園
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

環境にやさしい植物油インキを使用しています。
再生紙を使用しています。

お
し
ら
せ
版

2021年
1月
25日

発
行

発
行
者
　
守
谷
市
長
　
松
丸
修
久

編
　
集
　
守
谷
市
役
所
総
務
部

　
　
　
　
市
長
公
室
秘
書
課

守
谷
市
役
所

☎
0297-45-1111（

代
表
）

〒
302-0198　

守
谷
市
大
柏
950-1

https://w
w
w
.city.m

oriya.ibaraki.jp/
広
報

1 202125
4 守谷沼からの富士の山
 場所  同地　
 名前  だぁ～チャン

もりんフォト
Morinphoto

あなたが見つけたとっておきの守
谷の写真を、スマートフォンなどを
使って投稿してください。
次回は2月25日号に掲載！

掲載写真
募集中

市公式アプリ「Morinfo（もりんふぉ）」をダウンロードして投稿してね！

詳
し
く
は

こ
ち
ら
！

▼問合先　市役所秘書課　秘書・広報G　内線323

　災害時における要配慮者などの支援体制の充実を図ることを目的と
して、令和2年12月11日に損害保険ジャパン株式会社茨城南支店と「災
害時における施設等の利用に関する協定」を締結しました。この協定に
より、市内で災害等が発生したり、発生するおそれがある場合に、市は
損害保険ジャパン株式会社の施設である、守谷総合研修センター（松
前台地内）の敷地と施設の利用について協力を要請できるようになり
ました。

(右から)損害保険ジャパン株式会社 茨城南支店長 
堀
ほり

様、松丸市長

災害時における災害時における
施設等の利用に関する協定施設等の利用に関する協定締結

1 落ち葉がいっぱい！
 場所  けやき台公園
 名前  きな子

3 Welcome to the 
    wonderful world.
 場所  美園
 名前  初孫Love

5「ペンギン」な
　アオサギ
 場所  本町
 名前  みーや

6 虹色のツタ？
 場所  立沢
 名前  まるちゃん

2 早朝ラン守谷沼にて
 場所  本町
 名前  きゅう

こころの
健康相談

日時  4日13：30～15：30　場所  保健センター
問合  1週間前までに要予約　☎48-6000

３
月

2
月

各
種
相
談

教育相談
不登校相談

日時  月～金曜日9：00～16：30　※祝日・年末年始除く
場所  総合教育支援センター（もりや学びの里内）
問合  ☎0120-78-3018　※固定電話のみ通話可
 ☎46-2341

法律相談 日時  18日13：00～16：00 場所  文化会館
問合  12日9：00から要予約　☎45-1249
 ※同一年度内の相談は1人1回まで

行政相談 日時  8日13：00～16：00 場所  文化会館
問合  人権推進室　☎45-1249 家庭児童

相談
日時  月～金曜日8：30～17：15　※祝日・年末年始除く
場所  家庭児童相談室（市民交流プラザ内）　
問合  ☎45-2314

心配ごと
相談

日時  ・ふくし1日　・年金・労務8日　14：00～16：00
場所  いきいきプラザ・げんき館（社会福祉協議会）
問合  相談日前週の金曜日までに要予約　☎45-0088

電話相談 日時  金曜日10：00～15：00　問合  ☎48-5555
場所  いきいきプラザ・げんき館（社会福祉協議会）

人権相談 日時   12日13：00～16：00 場所  文化会館
問合  人権推進室　☎45-1249

職業相談 日時   17日9：30～11：30 場所  文化会館
問合  ☎48-7911

若者就労
支援相談

日時  27日13：00～16：00 場所  中央公民館
問合  2日前までに要予約
 いばらき県南若者サポステ　☎029-893-3380

こころの
健康相談

日時  18日13：30～15：30　場所  保健センター
問合  1週間前までに要予約　☎48-6000

▼問合先　市役所交通防災課
　　　　　内線137

1

2

4

3 5

6


